
平
成
二
十
二
年
財
務
省
・
国
土
交
通
省
令
第
三
号

国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
八
百
七
十

四
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
貨
物
検
査

等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則

国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
八
百
七
十
四
号

等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
貨
物
検
査
等
に
関
す
る

特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
三

条
第
五
項
並
び
に
第
五
条
第
二
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
項
第
二
号
及
び
第
十

一
項
並
び
に
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
八
百

七
十
四
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
貨
物
検
査
等

に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第

百
五
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千

八
百
七
十
四
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
貨
物
検

査
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。

（
制
服
及
び
証
票
）

第
一
条
　
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
八
百
七

十
四
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
貨
物
検
査
等

に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
海
上
保
安
官
が
着
用
す
べ

き
制
服
は
、
海
上
保
安
庁
職
員
服
制
（
昭
和
三
十
七
年

運
輸
省
令
第
三
十
一
号
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２
　
法
第
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
海
上
保
安
官
が
携

帯
す
べ
き
身
分
を
示
す
証
票
は
、
海
上
保
安
庁
法
（
昭

和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
十
七
条
第
二
項
に

規
定
す
る
証
票
と
す
る
。

３
　
法
第
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
税
関
職
員
が
着
用

す
べ
き
制
服
は
、
税
関
職
員
服
制
（
昭
和
四
十
四
年
大

蔵
省
令
第
五
十
号
）
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

４
　
法
第
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
税
関
職
員
が
携
帯

す
べ
き
身
分
を
示
す
証
票
は
、
税
関
職
員
の
身
分
を
示

す
証
票
等
の
書
式
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
二
十
九
年
大

蔵
省
令
第
六
十
四
号
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
提
出
貨
物
の
保
管
の
公
告
事
項
）

第
二
条
　
法
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省

令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。

一
　
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
提
出
貨
物
（
以
下

単
に
「
提
出
貨
物
」
と
い
う
。
）
の
記
号
、
番
号
、

品
名
及
び
数
量

二
　
提
出
貨
物
が
積
載
さ
れ
て
い
た
船
舶
の
名
称
、
国

籍
及
び
国
際
海
事
機
関
船
舶
識
別
番
号
又
は
航
空
機

の
登
録
記
号
及
び
国
籍

三
　
提
出
貨
物
の
提
出
を
受
け
た
年
月
日

四
　
提
出
貨
物
が
法
第
五
条
第
三
項
各
号
の
規
定
に
該

当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
返
還
さ
れ
る
旨

五
　
提
出
貨
物
が
法
第
五
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
売

却
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ

の
旨

六
　
提
出
貨
物
が
法
第
五
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
廃

棄
そ
の
他
の
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ

る
と
き
は
、
そ
の
旨

七
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
海
上
保
安
庁
長

官
又
は
税
関
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項

（
北
朝
鮮
へ
の
輸
出
を
防
止
す
る
措
置
）

第
三
条
　
法
第
五
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
国
土
交

通
省
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
北
朝
鮮
へ
の
輸
出
を
防

止
す
る
た
め
の
措
置
は
、
提
出
貨
物
を
我
が
国
に
引
き

取
る
よ
う
に
す
る
こ
と
そ
の
他
海
上
保
安
庁
長
官
又
は

税
関
長
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
措
置
と
す
る
。

（
提
出
貨
物
の
返
還
の
申
出
）

第
四
条
　
法
第
五
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
提
出

貨
物
の
返
還
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
二
条
第
一

号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
及
び
前
条
に
掲
げ

る
措
置
の
具
体
的
内
容
を
記
載
し
た
申
出
書
を
当
該
提

出
貨
物
を
海
上
保
安
庁
長
官
が
保
管
し
て
い
る
場
合
に

あ
っ
て
は
海
上
保
安
庁
長
官
に
、
税
関
長
が
保
管
し
て

い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
出
書
に
は
、
北
朝
鮮
へ
の
輸
出
を
防
止
す

る
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
に
足
り

る
書
類
そ
の
他
の
関
係
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
提
出
貨
物
の
返
還
の
公
告
事
項
）

第
五
条
　
法
第
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第

二
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
・
財
務
省
令
で
定
め

る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
提
出
貨
物
が
法
第
五
条
第
三
項
第
一
号
に
該
当
す

る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と

二
　
第
二
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

三
　
法
第
五
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
こ
の
公
告
を
し

た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
て
も
な
お
提
出

貨
物
の
返
還
を
受
け
る
べ
き
者
若
し
く
は
そ
の
者
の

所
在
が
判
明
し
な
い
こ
と
又
は
そ
の
者
が
提
出
貨
物

の
引
取
り
を
し
な
い
こ
と
に
よ
り
提
出
貨
物
を
返
還

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
当
該
提
出
貨
物
の

所
有
権
は
国
に
帰
属
す
る
旨

四
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
海
上
保
安
庁
長

官
又
は
税
関
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項

（
提
出
貨
物
の
売
却
の
方
法
）

第
六
条
　
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
八
百
七

十
四
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
貨
物
検
査
等

に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い

う
。
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
・

財
務
省
令
で
定
め
る
北
朝
鮮
へ
の
輸
出
を
防
止
す
る
た

め
の
措
置
は
、
提
出
貨
物
を
我
が
国
に
引
き
取
る
よ
う

に
す
る
こ
と
そ
の
他
海
上
保
安
庁
長
官
又
は
税
関
長
が

適
当
で
あ
る
と
認
め
る
措
置
と
す
る
。

（
一
般
競
争
入
札
の
公
示
事
項
）

第
七
条
　
令
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省

令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。

一
　
提
出
貨
物
の
品
名
及
び
数
量

二
　
競
争
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る

事
項

三
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所

四
　
競
争
執
行
の
場
所
及
び
日
時

五
　
保
証
金
に
関
す
る
事
項

六
　
前
条
に
規
定
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
き
は
入
札
を
無
効
と
す
る
旨

七
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
海
上
保
安
庁
長

官
又
は
税
関
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項

（
指
名
競
争
入
札
の
通
知
事
項
）

第
八
条
　
令
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省

令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
前
条
第
一
号
及
び

第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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